
令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

報 道 発 表 資 料 

 川崎市教育委員会事務局  
 

家庭・地域と学校の良好な関係の維持・向上及び学校に 

おける不当要求行為等に関するメッセージを公表します。 

 
 川崎市では、家庭や地域と学校が、ともに子どもたちの成長を支える大切なパートナー

であるとの考えの元、学 校に寄 せられる御意 見 等については、多くの場 合、保 護者 等と学

校との協力の下で解決を図りながら教育活動を行っています。 

いただいた御意見、御要望等については、学校の実情を踏まえながら真摯に受け止めて

まいりますが、一部では、社会通念 上許容される範囲を超えた言動もみられ、教職員の就

業環境が害される要因となっています。 

 こうしたことを踏まえ、「 学 校 における不 当 要 求 行 為 等 対 応 マニュアル」 を策 定 するとと

もに、保護者・地域の皆様へ向けたメッセージを公表します。 

 

（保護者・地域宛てメッセージのイメージ）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（問合せ先） 

川崎市教育委員会事務局 

学校教育部 橋本 

（外線）０４４－２００－０４２４ 

（内線）５１１１６ 

（掲載ページ） 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000187557.html 

 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000187557.html


保護者、地域の皆様へ
― 家庭・地域と学校の良好な関係の維持、向上に向けて ―

●より質の高い教育に向けて、さまざまな取組を進めています。

家庭や地域と学校が相互に尊重し合い、児童生徒の利益を最優先にしながら、教職員の負担を
減らし、より充実した教育活動ができるよう、さまざまな取組を進めています。

特に、教職員の働き方改革と人材確保を同時に進めることで、教職員が子どもたちと向き合う
時間や専門性を高める時間を確保し、児童生徒の資質・能力の育成につながる好循環を生み出
すことを目指しています。

令和８年５月 川崎市教育委員会

●家庭や地域と学校が相互に尊重しあい、より良好な関係となるために

川崎市教育委員会では、家庭や地域と学校が、ともに子どもたちの成長を支える大切なパート
ナーであると考えており、学校に寄せられるご意見、ご要望等についても、学校の実情を踏まえ
ながら真摯に受け止めてまいります。

地域とともにある学校づくりを進めるためには、家庭・地域と学校が尊重し合い、協力し合いな
がら、一体となって教育活動を行うことが必要ですので、引き続き学校及び教育委員会の取組に
ご理解、ご協力をお願いいたします。

子どもたちのための
教育の質の向上へ



保護者、地域の皆様へお願いしたいこと
― 電話や面談におけるルールを定めました ―

●面談・電話での相談について
・学校への連絡は、平日・教職員の勤務時間の範囲内にお願いします。（勤務時間外には業務終了の自動音声アナウンスが流れます。）

・面談等は、事前に日時を調整のうえ、原則として平日・教職員の勤務時間の範囲内に、学校内で実施することとします。
（なお、学校からのご連絡も、緊急時を除き原則として平日、教職員の勤務時間内に行います。必要に応じて緊急連絡先にご連絡する場合があります。）

・面談、電話とも30分（必要に応じて延長する場合でも60分）までとします。

・記録として残すため、録音をさせていただくことがあります（電話については令和８年度中に通話録音システムを導入し、常時録音を行

います。その際、学校での受電時に「サービス向上のため録音させていただきます。」等のアナウンスが流れる場合があります。）。
・同じ内容での繰り返しのお問合せはお断りさせていただくことがあります。

●対応する教職員等について
・定例的に行う面談を除き、複数人の教員で対応することを基本とします。状況に応じて教育委員会事務局の職員や弁護
士等の専門家が同席したり、担当教員に代わって対応したりすることがあります。

●学校では対応ができない場合について
・SNS等を含め、学校外（教職員の管理・監督外）で発生した事案や、学校での解決が難しい内容については、ご意見・ご要
望等に対応できないことがあります。
・平日の夕刻以降や休日等の地域行事への参加については、対応できない場合があります。

●不当な要求、過剰な苦情等※について
・不当な要求や違法行為等が確認された場合には、面談等を中止することや、警察に連絡することがあります。

暴言、大声で怒鳴る行為、暴力行為、電話・面談での長時間の拘束、学校で対応できる範囲
を超えた過度な要求、妥当性を欠く要求、土下座の強要等の執拗な謝罪要求 など

※ 不当な要求、過剰
な苦情等の例

令和８年５月
川崎市教育委員会

学校に寄せられるご意見等については、多くの場合、保護者等と学校との協力の下で解決を図りながら教育活動を行っていますが、一部
では、社会通念上許容される範囲を超えた言動もみられることがあります。

教職員が安心して働ける環境を整えることは、教育活動の充実につながることから、その取組の一つとして、学校で不当な要求などが
あった場合の対応方針をまとめた「学校における不当要求行為等対応マニュアル」を令和8年５月に策定しました。

保護者や地域の皆さまにもこの趣旨をご理解いただき、以下の点についてご協力をお願いいたします。



お困りのことに応じた多様な相談先をご用意しています。
― 学校のこと、お子様のことでの連絡・相談先 ―

●教育相談室
・教育・学校に関する全般的なご相談をおうかがいします。

・対面での相談も可能です。（川崎市役所南庁舎７階）

（受付時間） 平日 午前９時30分～午後５時
（電話番号） ０４４－２００－３２８８

●電話相談ホットライン
・体罰や先生との関係の悩みについておうかがいします。

・対面での相談も可能です。（川崎市役所南庁舎７階）

（受付時間） 平日 午前９時30分～午後５時
（電話番号） ０４４－２００－３２８９

●各区・教育担当
・区内の学校のことについては各区の教育担当へご連絡
ください。

【川崎区】０４４－２０１－３３２５
【幸 区】０４４－５１１－７２０５
【中原区】０４４－７２２－８０９５
【高津区】０４４－８６１－５６２４
【宮前区】０４４－８８８－４０３５
【多摩区】０４４－９３５－３７９５
【麻生区】０４４－９５１－１４０５
※受付は各区とも平日の午前８時３０分～午後５時15分

川崎市教育委員会では、学校のことやお子様のことについて、多様な相談窓口を設けています。

お悩み等の内容に応じて、ご相談したいことがあれば随時ご連絡ください。

川崎市教育委員会

●川崎市総合教育センター
・小中高生の友人関係やいじめのこと、インターネット問題
のこと、お子様のことで気になることなどをおうかがいし
ます。

【電話相談】
溝口相談室 ０４４－８４４－３７００
（受付時間） 平日午前９時～午後４時３０分

【24時間子供SOSダイヤル】

（フリーダイヤル）０１２０－０－７８３１０
（受付時間） ２４時間いつでも

【Webフォームによるメール相談】
・いじめ・不登校・学校・学習・友人関係・ご家庭

に関する教育相談を受け付けています。

・インターネット問題についての相談について
はこちらで受け付けています。

Webフォームはこちら

詳細はこちら



（参考）学校と教師の業務の３分類
教職員の働き方改革の取組として、文部科学省は学校と教師の業務の３分類を定めています。

（文部科学省作成資料から抜粋）

学校と教師の業務の３分類


